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事業竣工式典を執り行います 

平成７年１月の事業開始以来、約２２年の歳月をかけまして、実質事業が完了しましたことか

ら、下記のとおり、関係者の皆様のご臨席のもと竣工式典を執り行うことになりました。 

日 時  平成２８年１０月２２日（土曜日） 

午前１１時から午前１１時４５分まで（受付は午前１０時３０分より行います） 

会 場  大野田小学校体育館 （仙台市太白区大野田五丁目２７番地の２） 

※式典会場には一般席もご用意しております。 

○ 事業の竣工にあたり、現在の地区の様子などをご紹介します。 

土地区画整理事業による基盤整備に

伴い、富沢駅周辺地区の現在の人口は

約3,500人（H7当時は約2,300人）

に増加し、近年は、商業・医療福祉施

設の立地が進んでおります。 

店舗は、主に駅前地域や幹線道路沿

線に平成16年頃から約30店舗が、

医療・福祉施設は、平成21年頃から

11施設が立地しております。 

また、既存も含め10カ所の公益施

設が立地しております。 

富沢駅東口駅前広場周辺の様子 地区北東部（大野田五丁目）の様子

富沢駅周辺地区の全景（９月撮影）



○ 事業の竣工を記念して、記念碑の建立を進めておりますのでご紹介します。 

記念碑は、地区中央部に位置します６号公園（仮称：大野田千刈田公園）の北側出入り口付

近に設置する予定です。 

記念碑表面には、土地区画整理事業の目的、事業の概要 

やあゆみ、旧新町名のご案内などを掲げる予定です。 

 また、記念碑の形状は、地区内の春日社古墳から出土し 

た「革盾」の形を参考とし、裏面には革盾文様をデザイン 

する予定です。 

事務所からのお願い 

・９月２０日付けで関係権利者の皆様に「清算金確定通知書」をお送りしました。 

通知書には、該当する方に「徴収清算金の分割納付許可申請手続きのご案内」と「個人番号

（マイナンバー）等の提供のお願い」を同封しておりますが、手続きなどお済みでない方は、

もう一度、書類をご確認いただき、手続きされますようお願いします。 

・清算金に係る債権譲渡（交付金を受け取る権利の譲渡）や債務引受（徴収金を納付する義務

の引受）、換地処分通知の受取り後に土地所有者等の死亡により相続等が発生している場合

の清算金に係る債権又は債務の継承（相続届）について、手続きがお済みでない方は、早急

に手続きされますようお願いします。 

 ・住所または氏名が変更となった場合は、変更の届出等をお願いします。 

事務所からのお知らせ 

・当事務所は、平成２９年３月３１日をもって廃止となりますことから、事業の清算事務につ

いては、下記部署に引き継がれますので、お知らせします。 

【平成２９年４月以降の担当部署】 

仙台市 都市整備局 市街地整備部 市街地整備事業課 事業清算係 

住所：仙台市青葉区国分町３丁目７番１号（仙台市役所本庁舎７階） 

電話：０２２－２６１－１１１１（代） ０２２－２１４－８６５４（直通） 

 ・事業に関するさまざまなお知らせなどのため発行しておりました「区画整理ニュース」につ

いては、次回の完工号（１１月発行予定）を持ちまして、終了させていただきます。 

仙台市 都市整備局 市街地整備部 富沢駅周辺開発事務所  
住所     〒 982-0011  仙台市太白区長町三丁目７番１３号   仙台長町ビル３階 

電話     管理係 ０２２(２４６)５９３４  事業係 ０２２(２４６)５９４１ 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   tos009270@city.sendai.jp 

ホームページ http://www.city.sendai.jp/sumiyoi/toshi/kukakuseiri/0539.html 

記念碑の完成予想 


